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Ⅰ 法改正の経緯と背景

パートタイム労働法 (｢短時間労働者の雇用管理

の改善等に関する法律｣) は 1993 年に制定された｡

同法はパートタイム労働者の処遇改善のために使

用者が行うべき措置を定めていたが, いずれも努

力義務規定であり, 使用者を法的に拘束するもの

ではなかった｡

しかし, 1996 年の丸子警報器事件判決 (Ⅲ1 参

照) を契機として, 正社員とパートタイム労働者

の処遇格差を法的にどう取り扱うべきかという問

題が注目を集め, 政府もわが国における ｢均衡処

遇｣ はどうあるべきかという観点から法的ルール

の整備を検討するようになった｡ パートタイム労

働研究会 (佐藤博樹座長) が 2002 年に提出した最

終報告1)では, ｢働き方に応じた公正な処遇｣ を実

現するための総合的取組みの重要性が強調され,

その一環として日本型均衡処遇ルールの法制化

(均等待遇タイプと均衡待遇タイプがありうる) が挙

げられていた｡ もっとも, 同報告は均衡処遇を法

制化するには社会的合意の形成が先決であるとし

て, 当面は①正社員と職務が同じでキャリア管理

実態の違いも明らかでない場合は処遇決定方法を

正社員と合わせること, ②処遇決定方式を異にす

る合理性がある場合も, 現在の仕事や責任が同じ

であれば処遇水準の均衡に配慮すること, などを

事業主等に対するガイドラインとして示すことを

提言するにとどまった2)｡

このように, わが国ではこれまで, パートタイ

ム労働者の処遇に関しては事業主および労使の自

主的な取組みを重視し, 強行的な法規制を回避す

る方向で法政策が進められてきた｡ しかし, 今回

のパートタイム労働法改正は, 事業主の義務の一

部に罰則を科したり, パートタイム労働者の処遇

格差の一部を差別として禁止したりするなど, 従

来の路線から大きく一歩を踏み出した｡ これによ

り同法の実効性はかなり高められたと考えられる｡
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すでに指摘されているように3), 今回の法改正

の背景にはパートタイム労働者の増加と質的な変

化がある｡ 総務省 『労働力調査』 によれば, 2006

年には週 35 時間未満の雇用者 (農林業を除く) が

1205 万人にのぼり, 雇用者全体の 2 割以上を占

めている｡ それに加え, 1990 年代後半からは正

規従業員数が減少し, 企業が人件費を節減するた

めに, 従来は正社員を採用していたポストをパー

トや派遣で置き換える傾向が見られた｡ その結果,

正社員と同等の仕事を任されるパートタイム労働

者が増えたことで (パートの基幹化), 正社員との

処遇格差に対する不公平感が高まる一方, 正社員

として就職できないためやむを得ずパートタイム

労働者となる者が特に若年者の間で増加し, 低賃

金のため生計を立てられないなどの格差問題が顕

在化して, その処遇改善が強く求められるように

なった｡ さらに少子高齢化による労働力不足が予

測される中で, 国の雇用政策として, 女性や高齢

者など拘束度の低い柔軟な働き方を望む者の労働

力 (能力) を十分に活用するために, パートタイ

ム労働を良好な雇用機会として整備する必要が意

識されるようになったことも重要な背景として挙

げられる｡

Ⅱ 改正パートタイム労働法の内容

1 適用範囲

一般に ｢パートタイム労働者｣ とは正社員よ

りも労働時間が短い者のことを指すが, 日本では

非正規従業員 (正社員でない者) の総称として用

いられることもある｡ 後者には, ｢パート社員｣

等と呼ばれているが実際には正社員と所定労働時

間が同じである者 (疑似パート, フルタイムパート)

も含まれている｡ そこで ｢パートタイム労働者｣

について論じる際には, どちらを意味しているの

かを明確にする必要がある4)｡

パートタイム労働法は, 前者の意味での ｢パー

トタイム労働者｣, すなわち ｢短時間労働者｣ を

適用対象としている｡ ｢短時間労働者｣ とは, ｢1

週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される

通常の労働者……の 1週間の所定労働時間に比し

短い労働者｣ と定義されている (同法 2 条)｡ こ

の ｢短時間労働者｣ の定義に当たる限り, ｢パー

トタイマー｣ ｢アルバイト｣ ｢嘱託｣ ｢契約社員｣

など呼び方を問わずパートタイム労働法が適用さ

れる (以下では, 特に断りのない限り, 同法でいう

｢短時間労働者｣ を指して ｢パートタイム労働者｣ と

いうことにする)5)｡ 逆に通常の労働者と同一の所

定労働時間であるフルタイムパートは ｢短時間労

働者｣ に当たらず, 同法の適用もない｡ ただし,

指針 (｢事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の

改善等に関する措置等についての指針｣ 平 19・10・1

厚労告 326 号) では, このような労働者について

も法の趣旨が考慮されるべきであるとしている

(Ⅲ参照)｡

ところで, パートタイム労働法における ｢短時

間労働者｣ の定義自体は制定当時から変わってい

ないが, 比較の対象となる ｢通常の労働者｣ につ

いては, 今回の改正に伴って通達 (平 19・10・1

雇児発 1001002 号｡ 以下, ｢通達｣ という) により新

しい行政解釈が示されている｡ 通達によると, 2

条にいう ｢通常の労働者｣ とは, 社会通念に従っ

て ｢通常｣ と判断される労働者をいい, 原則とし

て当該事業場で同種の業務に従事する正規型の労

働者を指す｡ そのような正規型労働者がいない場

合には, 同種の業務でフルタイムの基幹的な働き

方をしている労働者を ｢通常の労働者｣ とし, そ

れもいないときは 1週間の所定労働時間が最長の

者 (たとえば週 35 時間) を ｢通常の労働者｣ とす

る｡ 同種の業務に従事する ｢通常の労働者｣ がい

ない場合は, 当該事業場で所定労働時間が最も長

い ｢通常の労働者｣ を比較の対象とする (通達第

1の 3(3))｡

通達は, 上記のような解釈の趣旨を, ｢通常の

労働者｣ を ｢正社員｣ に限定しないことにより法

の適用をできるだけ多くの事業所に及ぼす (第 1

の 1(2)) とともに, 改正法が業務の種類によって

短時間労働者を分類していることとの整合性を図

る趣旨であると説明している (第 1 の 3(3))｡ し

かし, この基準によると法の適用範囲は拡がるが,

判断方法が非常に技術的かつ複雑になり, かえっ

て法の実効性を損なうことが懸念される6)｡ 改正

法には ｢通常の労働者｣ と同じ業務に従事するか
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否かを問わず適用される規定 (たとえば 6 条,

11～13 条など) が存在するのだから, 適用範囲の

ところで業務の種類による分類を行う必然性はな

い｡ 業務の種類ごとの比較は個々の規定 (たとえ

ば 8 条, 10 条など) を適用する際に行えば足り,

短時間労働者性の判断に当たっては, 業務の種類

を問わず, 当該事業場における正規型労働者を

｢通常の労働者｣ とする方がよいのではないだろ

うか｡

2 労働条件の明示, 説明責任

今回の法改正のポイントは, 第一に, 労働条

件の明示や説明に関する使用者の義務が強化され

たことである｡

正社員の労働条件は就業規則等に基づいて画一

的に決まることが多いのに対し, パートタイム労

働者の処遇は個別的に決定されることが多いため,

労働条件が不明確となりトラブルを生じやすい｡

そこで, 法はパートタイム労働者の雇入れ時に労

働条件に関する文書を交付することを努力義務と

して定めていたが, 今回の改正により, 一部の労

働条件 (昇給の有無・退職手当の有無・賞与の有無)

について文書交付が強行的な義務とされ (パート

タイム労働法 6 条), 違反した場合は 10 万円以下

の過料に処せられることになった (同法 47 条)｡

これにより, 事業主が短時間労働者を雇い入れた

ときは, 労基法 15 条に基づく一般的な労働条件

明示義務 (契約期間, 就業の場所や従事すべき業務,

始業終業時刻, 所定時間外労働の有無, 休憩, 休日,

休暇, 賃金の決定方法や支払い方法, 退職, 解雇)

に加えて, パートタイム労働法に基づく文書交付

義務を負うことになる｡

また, 労働条件に関する説明義務も新設された｡

すなわち, 事業主は, パートタイム労働者から求

められたときは法 (6～12 条 1 項) の規制する事

項 (労働条件の文書交付, 就業規則の作成手続, 差

別的取扱いの禁止, 賃金の決定方法, 教育訓練, 福

利厚生施設, 通常の労働者への転換を促進するため

の措置) に関し, 待遇を決定するに当たって考慮

した事項について本人に説明しなければならない

(13 条)｡ たとえば労働者が賃金の決定方法 (9 条

1 項) について説明を求めたときは, 事業主は,

どのような要素を勘案して短時間労働者の賃金を

決定しているか, 当該労働者についてそれらの要

素をどのように勘案しているかを説明する必要が

ある (通達第 3の 9)｡

3 差別的取扱いの禁止 (均等待遇)

改正法の第二のポイントは, ｢通常の労働者と

同視すべき短時間労働者｣ について, ｢通常の労

働者｣ よりも不利益な取扱いをすることを違法な

差別として禁止したことである (8 条 1 項)｡ ｢賃

金の決定, 教育訓練の実施, 福利厚生施設の利用

その他の待遇｣ に関する差別的取扱いが広く禁止

されるが, 短時間労働者という雇用形態を理由と

する差別禁止であるため, その性質上, 所定労働

時間と募集・採用は除かれるであろう｡ なお, 個

人の意欲, 能力, 経験, 成果などの違いによる賃

金等の差違は, 査定や業績評価が客観的に行われ

ている限り, ｢短時間労働者であることを理由と

する差別｣ ではないので, 同条には違反しない｡

差別禁止の対象となる ｢通常の労働者と同視す

べき短時間労働者｣ とは, ①｢職務の内容｣ が通

常の労働者と同一であること, ②事業主と期間の

定めのない労働契約を締結しているか, あるいは

有期労働契約の反復更新により無期契約と同視す

ることが相当と認められること (8 条 2 項), ③当

該事業主との雇用関係の全期間において, 職務の

内容および配置が通常の労働者と同一の範囲で変

更されると見込まれること, という 3つの要件を

すべて満たす者をいう｡

通達には, これらの要件該当性を判断する具体

的な基準が細かく示されている (第 1 の 4(2), 第

3 の 3)｡ これによると, ①は中核的業務の内容が

同一であり, かつ職務に伴う責任の程度 (与えら

れている権限の範囲, トラブル発生時に求められる

対応の程度など) が著しく異ならないことをいい,

②について当該契約を期間の定めのない契約と同

視しうるか否かは, 通達では, 当該労働者の業務

の恒常性, 業務内容, 地位の基幹性, 継続雇用を

期待させる事業主の言動, 更新回数, 更新手続,

他の労働者の更新状況などを総合的に考慮して,

判断することとされている｡ また③は, 転勤可能

性の有無や範囲が実質的に同一であり, かつ職務
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内容が変更される可能性の有無や範囲が実質的に

同一であることをいう｡

これらの要件を満たすパートタイム労働者は,

｢通常の労働者｣ との待遇格差を違法な差別とし

て争うことができる｡ 改正法 8条は私法上の強行

法規であり, これに違反する事業主の行為 (昇格

させないなどの不作為を含む) は不法行為 (民法

709 条) に該当するし, 解雇や配転命令などの法

律行為は無効となる｡ また同条に違反する契約や

就業規則もその部分において無効である｡ 同条を

労働契約の内容を直接規律する規定と解釈し, 差

別の是正を求める請求権 (差額賃金請求権や昇格

請求権など) を認める見解もあるが7), パートタ

イム労働法には労基法 13 条のように直律的効力

を持つ規定がないことや, 同法の差別禁止が労基

法上の差別禁止とは異なる性質を持つこと (後記

Ⅲ3) を考慮すると, このような請求権までは認

められないと解すべきであろう8)｡

4 均衡待遇

第三のポイントは, 改正法が ｢通常の労働者

と同視すべき短時間労働者｣ に当たらない (圧倒

的多数の) パートタイム労働者について, 一定の

事項について, 通常の労働者とバランスの取れた

待遇 (均衡待遇) をすることを努力義務や措置義

務として具体的に定めたことである｡

(1)賃金の決定 (9 条)

事業主は, 通常の労働者との均衡を考慮しつつ,

短時間労働者の職務の内容, 職務の成果, 意欲,

能力又は経験等を勘案し, 賃金を決定するよう努

めなければならない (9 条 1 項)｡ ここでいう ｢賃

金｣ とは, 実質的に職務と密接な関連を有するも

の (基本給, 賞与, 職務手当など) に限られ, 通勤

手当や退職手当, 家族手当などは原則として含ま

れない｡

また, 職務内容が通常の労働者と同じであるパー

トタイム労働者 (｢職務内容同一短時間労働者｣｡ 8

条参照) が, 通常の労働者と同じ範囲で職務や配

置を変更される期間があれば, その期間中は通常

の労働者と同じ方法で賃金を決定するよう努めな

ければならない (同条 2項)9)｡

(2)教育訓練の実施

事業主は, 通常の労働者に対して職務の内容に

必要な能力を付与するための教育訓練を実施する

場合 (たとえば, 経理業務に従事する労働者に職務

の遂行上必要な簿記の訓練を受けさせる場合など),

職務内容が同一であるパートタイム労働者にも同

じ教育訓練を実施する義務を負う (10 条 1 項)｡

ただし, 当該パートタイム労働者が既にその能力

を有している場合を除く｡ この義務はいわゆる措

置義務であり, 同条違反の私法上の効果として労

働者は不法行為に基づく損害賠償を求めうるが,

教育訓練の実施自体を請求することはできない10)｡

また, それ以外の教育訓練 (たとえばキャリア

アップのための研修や留学など) については, 職務

内容が同一であるか否かを問わず, パートタイム

労働者の職務内容や意欲, 能力などに応じて実施

するよう努めることとされている (10 条 2 項)｡

(3)福利厚生施設の利用

事業主は, 福利厚生施設 (給食施設, 休憩室,

更衣室) について, すべてのパートタイム労働者

(職務内容を問わない) に通常の労働者と同様に利

用の機会を与えるよう配慮しなければならない

(11 条)11)｡ 通達によると, 当該施設の定員の関係

などで利用の機会が制限されている場合には増築

までは要求されないが, 利用を正社員に限定する

のではなく, 利用時間帯に幅を設けるなどしてパー

トタイム労働者に利用の機会を拡大する具体的な

措置をとることが求められる (第 3の 6(2))｡

5 ｢通常の労働者｣ への転換

改正法の第四のポイントは, 事業主に対し,

パートタイム労働者が通常の労働者に転換する機

会を与えるために一定の措置を講じるよう義務付

けたことである｡ 事業主は, ①通常の労働者を募

集する場合に, その内容を既に雇っているパート

タイム労働者に周知すること, ②通常の労働者の

ポストを社内で公募する場合に, 既に雇っている

パートタイム労働者に応募する機会を与えること,

③パートタイム労働者が通常の労働者に転換する

ための試験制度を設けること, ④その他の通常の

労働者への転換を促進するための措置 (たとえば,

正社員として必要な能力を取得するための教育訓練

No. 576/July 200848



を受けられるよう必要な援助をするなど), のいず

れかを講じなければならない (12 条 1 項)｡ これ

らの措置は, すべてのパートタイム労働者を対象

とする制度として実施することが求められるので,

たとえば事業主が気に入った労働者に個人的に声

をかけて正社員としても, 同条の義務を履行した

ことにはならない｡ また, 同条の趣旨は, 通常の

労働者に転換する機会を与えることにあり, 既に

雇っているパートタイム労働者を優先的に雇い入

れることまでを義務づけるものではない (通達第

3の 8)｡

6 紛争解決

第五に, 改正法は, 同法が規制するパートタ

イム労働者の待遇 (労働条件に関する文書交付, 待

遇決定の説明義務, 差別禁止, 教育訓練, 福利厚生,

通常の労働者への転換措置) に関して, 新たに紛争

解決の手続を定めた｡

まず, 事業主は, 上記の事項について労働者か

ら苦情の申し出を受けたときは, 苦情処理機関に

委ねるなどして自主的な解決を図るよう努めなけ

ればならない (19 条)｡ 自主的解決が困難である

場合の裁判外紛争処理手続としては, ①都道府県

労働局長による助言, 指導, 勧告 (21 条), ②個

別労働関係紛争解決促進法に基づく紛争調整委員

会 (｢均等待遇調停会議｣) による調停 (22 条)12)が

用意されている｡

Ⅲ パートタイム労働者であることを理由
とする不利益取扱いの規制について

1 パートタイム労働者の処遇格差と法規制

これまで, パートタイム労働者の均等待遇をめ

ぐる学説上の議論は, 賃金格差の法的救済の可否

に集中してきた｡ 多様な見解が存在するが, 大ま

かに整理すると, 一定の場合に公序 (民法 90 条)

による法的救済を認め, パートタイム労働者の均

等待遇の法制化にも概ね積極的な立場 (救済肯定

説) と, 賃金格差の是正は基本的に市場に委ねる

べきであるとする立場 (救済否定説) に分類できる｡

救済肯定説に立つ論者の間でも, 公序を形成する

均等待遇原則の内容については, ①同一 (価値)

労働同一賃金の原則が適用されるとする説13), ②

同一労働への従事だけでなく残業や配転などの点

でも正社員と同一の義務を負っている場合に公序

違反を認める説 (｢同一義務同一賃金原則｣)14), ③

旧パートタイム労働法 3 条の趣旨に鑑み, 正社員

との ｢均衡｣ を欠く著しい格差を事業主が放置し

た場合に公序違反を認め, ｢均衡｣ に基づく比例

的救済を主張する説 (｢均衡の理念｣)15)など, 見解

が分かれていた｡ 他方, 救済否定説の論者は, ①

わが国では職務を基準とする賃金制度が確立して

おらず, 同一労働同一賃金の原則を公序とは認め

がたいとした上16), ②比較法的に見て, パートタ

イム労働者の均等待遇は男女差別のような普遍的

原理ではなく, 労働市場政策の問題であるところ,

政策的な見地からはマイナスの効果 (雇用機会の

減少や正社員との職域分離など) をもたらすおそれ

があること17), ③労働時間の短い ｢本来のパート｣

については, 均等待遇ではなく, 労働契約の解釈

に当たって時間外労働や配転などの義務を限定す

ることにより正社員とのバランスをとるべきであ

ること18), などを主張してきた｡

判例上も, 同一労働に従事する正社員とパート

タイム労働者の賃金格差について, 公序違反の成

否が争われた｡ 1996年の丸子警報器事件判決19)は,

工場で同一労働に従事する正社員と臨時社員 (所

定労働時間が 15 分短い) との賃金格差の一部を公

序に反するとし, 不法行為に基づく損害賠償請求

を認めて注目された｡ しかし, 同一の運送業務に

従事する正社員と臨時社員 (所定労働時間が若干

短い) の賃金格差について, 契約自由の範囲内で

あって公序に違反しないと判断した下級審裁判例

もあり20), 確立した判例法理は形成されていなかっ

た｡

今回の法改正により, ｢通常の労働者と同視す

べき短時間労働者｣ については差別的取扱いが明

文で禁止されたため, 従来のように公序違反の有

無を検討する必要がなくなった21)｡ しかし, それ

以外の労働者に適用される規定 (9～11 条) は均

衡待遇を法的権利として保障したものではないの

で, 法的救済の根拠は公序 (民法 90 条) に求めら

れることになり, 救済の可否について従来の議論
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が意味を持つことになる｡

2 パートタイム労働法による差別禁止の特徴

これまで, 労働関係における差別禁止ルール

としては, 労基法 3条に基づく国籍 (人種を含む),

信条, 社会的身分を理由とする差別禁止, 同法 4

条と均等法による男女差別の禁止があり, 労組法

では組合員であること等を理由とする不利益取扱

いが不当労働行為として禁止されてきた (7 条 1

号)｡ それに加えて, 最近, 雇用対策法で年齢を

理由とする募集・採用差別が原則禁止され (同法

10 条), さらに今回の改正でパートタイム労働者

の差別禁止が加わったことになる｡

パートタイム労働法に基づく差別禁止は, 労基

法や均等法に基づく差別禁止と比較すると, 次の

ような特徴を持っている｡

第一に, 禁止される差別の成立要件が厳格かつ

技術的なことである｡ これは, 比較対象となる

｢通常の労働者｣ の範囲が非常に限定されている

ことによる｡ たとえば男女差別の場合, 規定上は

同一労働への従事は要件とされておらず (労基法

4 条, 均等法 6 条など), 判例も当該女性と同一労

働に従事する男性が存在しなくても, それに近い

者との比較や同年齢・同学歴の男女の集団的比較

により男女格差が立証されれば, 使用者が格差の

生じた合理的理由を証明しない限りは差別の成立

を認めている22)｡ これに対して, パート差別の場

合は, 職務内容 (責任の程度を含む) が正社員と

同じであっても, 契約期間や配転の有無や範囲な

どの点で違いがあれば, そもそも当該正社員との

比較が認められず, 差別は成立しない23)｡ また,

比較の三要件はいずれも一義的に決まらず, 解釈

の余地があるものであるため, 通達で示されてい

る ｢通常の労働者｣ との比較方法は非常に複雑な

ものとなっている｡

第二の特徴は, 差別禁止ルールが, 法の目的で

ある均衡待遇原則 (｢通常の労働者との均衡の取れ

た待遇の確保 (3 条)｣) の一環として位置づけられ

ていることである｡ 改正法は, パートタイム労働

者を次のように三種類 (あるいは四種類) に分類

している｡

①｢通常の労働者｣ と同視すべき者

②職務内容が ｢通常の労働者｣ と同じ者 (職務

内容同一短時間労働者)

②-1 一定の期間において人材活用の仕組み

が ｢通常の労働者｣ と同じ者

②-2 それ以外の者

③職務内容が ｢通常の労働者｣ と異なる者

このうち, 処遇格差が差別として禁止されるの

は①のみであり, 統計的に圧倒的多数を占める②

③の者については, 賃金・教育訓練・福利厚生に

関する措置が措置義務, 配慮義務, 努力義務とし

て定められている (9～11 条)｡ ここで求められて

いるのは, 通常の労働者と同一の待遇 (均等待遇)

ではなく, 通常の労働者とバランスの取れた処遇

(均衡待遇), すなわち働き方の違いに応じた公正

な処遇である｡ したがって, 正社員との格差のす

べてが否定されるわけではないが, 職務内容や働

き方の違いによって合理的に説明できない著しい

処遇格差は, 法の理念と相容れないものと評価さ

れることになる｡

パートタイム労働法に基づく差別禁止は, この

均衡待遇原則と切り離せない関係にある｡ 改正法

全体をみると, パートタイム労働者の処遇に関す

る基本理念は均衡待遇であって (同法 1 条, 3 条

を参照), 一部の労働者についての均衡待遇が差

別禁止という形を取っているとも言えるであろう｡

第三に, 改正法における差別禁止は, 事業主に

対して正社員への転換促進を義務付ける規定 (12

条) によって補完されている｡ 性別や人種とは違

い, パートタイム労働者であることは契約上の地

位であるため, 正社員としての就職を望みつつパー

トタイムで働いている者にとっては, 正社員への

転換こそが根本的解決となる｡ したがって, これ

らの労働者にとっては正社員になる可能性が実質

的に開かれていれば, 処遇格差を強行的に規制す

る必要性はそれだけ低くなると考えられる｡

3 なぜパート差別を規制すべきなのか

上記のように, パートタイム労働法は, 人種

差別や男女差別の禁止とは多くの点で異なる, 新

しいタイプの差別禁止ルールを導入したものとい

える｡ このようなルールの違いは, パートタイム

労働者であることを理由とする差別が, 人種や性
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別などを理由とする差別とは異なる性格を持つこ

とから生じている｡

使用者は, 必ず労働者を何らかの基準によって

区別しなければならない｡ どのような基準を用い

るかは原則として自由だが, 一定の基準を用いる

ことは差別として禁止されている｡ 従来から存在

する差別禁止ルール (性別, 国籍又は人種, 信条,

社会的身分, 労働組合への加入や結成等) について

は, その必要性を次のように説明することができ

よう｡ これらの事由は, ①自分の意思で選ぶこと

ができない属性であるか (性別, 人種, 社会的身

分), あるいは②憲法上も保障されている個人の

基本的権利の行使 (信条, 労働組合への加入) に当

たる｡ これらの事由を理由として個人を雇用機会

や雇用上の利益から排除することは, 法の基本理

念である個人の尊厳や自由を根本的に侵害するこ

とに当たり, 許されない24)｡ これらの差別を禁止

する法は人権保障としての性質が強く, 比較法的

にも包括的・両面的な差別禁止や差別禁止に対す

る例外の限定などの特徴が共通して見られること

が指摘されている25)｡ また, このルールの根底に

は, 個人の職務遂行能力26)の違いを理由とする区

別は合理的であり, 違法な差別ではない (性別や

人種などの属性は個人の職務遂行能力に影響を及ぼ

さない) という前提が存在していると考えられ

る27)｡

これに対して, パートタイム労働者であること

は当事者の意思に基づいて締結された契約上の地

位であって, 上記①②のいずれにも当てはまらな

い｡ また, パートタイム労働者となることは,

(少なくとも労働時間の点では) 正社員と異なる働

き方を選ぶことなので, 通常は広い意味での職務

遂行能力に影響を与える｡ したがって, パートタ

イム労働者であることを理由とする不利益取扱い

は, 個人の尊厳や自由を直接に侵害するものでは

なく, 人種差別や男女差別のように, 社会経済的

状況を問わず一律に禁止されるべきものとは言え

ないであろう｡

それでは, なぜパートタイム労働者であること

を理由とする不利益取扱いを差別として禁止する

必要があるのだろうか｡ 第一に, 自由市場におい

ては, 望む者すべてが正社員として就職できるわ

けではなく, 一部の者は能力や意欲があっても意

に反してパートタイム労働者とならざるを得ない｡

冒頭で述べたように, 近年の雇用情勢の下ではそ

のような者が増加しており, 実質的にはパートタ

イム労働者としての契約が本人の意思に基づく選

択とはいえない場合が少なくない28)｡ 第二に, パー

トタイム労働者の約 7割は女性であり, その多く

が仕事と家庭の両立を図るためにパートタイム就

労を選択しているが, その選択の背景には男女の

役割分業が影響しており, 雇用上の男女格差を増

幅させ固定化する結果を生んでいる｡ これらの理

由から, 現在のわが国の社会経済状況の下では,

パートタイム労働者の不利益取扱いは (特に正社

員と同じ職務に従事している場合や処遇格差が著し

い場合には) 社会的に不公正なものと評価され,

法による規制が求められるのだと考えられる｡

改正法の差別禁止ルールは, わが国の社会経済

的状況にかんがみて, このような社会的不公正を

是正するとともに, パートタイム労働者の積極的

な活用を図るという政策目的の下に, 正社員との

均衡待遇を実現する手段の一つとして導入された

ものである (同法 1条参照)｡ すなわち, 普遍的な

人権保障というよりは政策的な性格の強い差別禁

止ルールだと考えられる｡

Ⅳ 改正法の立法政策的検討

パート差別の禁止が政策型のルールであるとす

れば, 人種差別や男女差別のように包括的・両面

的な禁止という形をとる必然性はない｡ むしろ,

達成すべき目的に適うよう, ある程度は柔軟に差

別禁止ルールを設計することがふさわしいと考え

られる29)｡ このような立法政策観点から, 改正法

をどう評価すべきだろうか｡

改正法は, パートタイムという雇用形態を理由

とする差別をはじめて禁止した点で大きな意義を

有するが, パートタイム労働者のうち, 改正法 8

条の要件を満たす者は全体の数％にすぎないと言

われている｡ そこで, 上で述べた政策的観点から,

改正法に基づく法的救済の範囲が適切であるかを

検討してみたい｡

第一に, 既に指摘されているとおり, 正社員と
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所定労働時間が同じであるフルタイムパートにつ

いては, 社会的公正の観点から最も強く均等待遇

が求められるが, 法の定義する ｢短時間労働者｣

に当たらないため差別禁止が及ばない｡ 現行法の

下では, 改正法の指針や労働契約法 3 条 2 項

(｢労働契約は, 労働者及び使用者が, 就業の実態に

応じて, 均衡を考慮しつつ締結し, 又は変更すべき

ものとする｣) の趣旨にかんがみ, 公序 (民法 90

条) による救済が図られるべきである30)｡

第二に, パートタイム労働者は多様化している

が, その中には家庭生活上の責任 (育児, 介護,

家事など) と仕事を両立させるためにパートタイ

ムで働くことを選択している者が多く存在してい

る｡ これらの労働者は転勤 (特に遠隔地転勤) や

恒常的な残業31)に応じにくく, まさにそれ故にパー

トタイム就労を選択していることが多いため, 改

正法 8条の要件を満たすことは難しいと考えられ

る32)｡

これらの者はパートタイム労働者となることを

自発的に選択しているため, 非自発的なパートタ

イム労働者と比べて強行的な規制を及ぼす必要性

は低いと判断されているようにも思われる｡ しか

し政策的な観点からは, 少子高齢化が進む中で,

パートタイム雇用を家庭責任と無理なく両立しう

る良好な雇用形態として整備することは極めて重

要である｡ また, これらの労働者の多くは正社員

になることを望まないので, 正社員への転換促進

措置は処遇格差を正当化する効果をもたず, 均衡

を欠く処遇を法で規制する必要性は高いと考えら

れる｡

さらに, 家庭責任との両立のためにパートタイ

ム就労を選択する労働者の大半は女性である｡ 先

に述べたように, パートタイム労働者であること

を理由とする不利益取扱いは直接的な男女差別で

はないが, 雇用上の男女格差を増幅し固定化する

効果を持っている｡ EU では, このことが早くか

ら意識され, パートタイム労働者に対する不利益

取扱いは, パートタイム労働者の均等待遇を定め

た指令 (EC1997/81 指令) が出される以前から,

女性に対する間接差別としても規制されてきた33)｡

すなわち, パートタイムかフルタイムかという区

別は一見性別とは関わりがないものであるが, 結

果としては女性に不利益を与える基準であるため,

これが企業にとって真の必要性に基づくもので当

該目的を達成する適切かつ必要な手段であること

を使用者が立証しない限り, 違法な性差別として

禁止されるのである｡

女性が主として家庭責任を負うことに起因する

雇用上の不利益を, 法がどのように扱うかは立法

政策上の問題である｡ EU では差別法理や両立支

援措置により積極的に男女格差の是正・緩和が図

られているが, アメリカでは男女の形式的平等が

重視され, パートの処遇格差も違法な差別とはさ

れていない34)｡ 日本では, 少子化を背景に育児介

護休業法などに基づいて両立支援が図られ, 均等

法でも転居を伴う転勤に応じうることを総合職の

採用条件とすることが間接差別として規制される

など (同法 7 条および施行規則 2 条), 立法政策の

基本的な方向としては前者 (ヨーロッパ型) が選

択されているといえよう｡

以上の点を考慮すると, わが国の法政策として

パートタイム労働者の不利益取扱いの規制を考え

る際には, 仕事を家庭責任と両立するためにパー

トタイムで働く者の利益を十分に考慮することが

必要だと考えられる35)｡ たしかに転勤や残業の有

無や範囲 (企業に拘束される程度) は, 賃金その

他の処遇を決定する要素として広く用いられてい

るし, わが国の雇用制度の下では一定の合理性も

認められる｡ したがって, これらを処遇決定基準

として用いること自体を禁止すべきではないが,

このような基準が家庭責任を負う労働者に不利益

に働くことを考慮し, 仕事の内容や契約期間が同

じであるのに著しい処遇格差がつけられていると

きは, 当該格差を合理的に説明できることの具体

的立証を使用者に課すべきではないだろうか｡ し

たがって立法論としては, 差別禁止の要件を緩和

するか, 職務内容や契約期間が同じである場合に

は均衡待遇を義務化することにより, 合理性のな

い著しい処遇格差を違法とすることが望ましいと

考える (パート差別禁止の政策的性格にかんがみ,

まずは不公正な格差が最も問題とされている賃金に

ついて均衡待遇を義務付けることも可能であろう)36)｡

このような形で均衡待遇のルールを強化すること

は, 改正法が, パートタイム労働者の公正な処遇
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を実現するために使用者に対して客観的で透明性

のある基準の整備を求めている趣旨 (6条, 9条, 13

条などを参照) にも合致するであろうと考える37)｡

1) パートタイム労働研究会最終報告 ｢パート労働の課題と対

応の方向性｣ (2002, 佐藤博樹座長)｡

2) これを受けて, 2003 年 8 月に ｢パートタイム労働指針｣

が改正された｡

3) 改正の経緯については, 陳浩展 ｢労働側から見た改正パー

トタイム労働法の評価と問題点｣ 季刊労働法 220号 76-77 頁,

松井博志 ｢改正パートタイム労働法の意義と課題｣ 季刊労働

法 220 号 84-85 頁｡ 背景についての詳細はパートタイム労働

研究会最終報告 (前掲注 1)) を参照｡

4) 大沢真理 ｢『パートタイム』 労働と均等待遇原則 経済

学的アプローチ｣ 日本労働法学会誌 90 号 95-97 頁｡

5) 育児などのために一時的に勤務時間を短縮している正社員

(育児介護休業法 23 条参照) は, パートタイム労働法の適用

を受けない｡

6) 和田肇 ｢パート労働法改正の意義と今後の課題｣ 季刊労働

法 220 号 73 頁｡

7) 和田・前掲注 6)論文 71-72 頁｡

8) 菅野和夫 『労働法 (第 8 版)』 190 頁 (弘文堂, 2008) は,

権利の内容が不明確であることを根拠として差別是正請求権

を否定している｡

9) 通達によれば, たとえば通常の労働者が ｢主任｣ → ｢チー

フ｣ → ｢ユニット長 (転勤あり)｣ → ｢副店長｣ と昇進し,

パートタイム労働者が ｢担当者｣ → ｢主任｣ → ｢チーフ｣ →

｢ユニット長 (転勤なし)｣ と昇進する場合は, パートタイム

労働者が主任およびチーフである期間は通常の労働者と同じ

方法で賃金を決定することが努力義務とされる (第 3 の 4

(4))｡

10) 菅野・前掲注 8)書 191 頁｡

11) ここでいう配慮義務の法的性質はあいまいであるが, 努力

義務よりは強く措置義務よりは弱いものと位置づけられてい

る｡

12) この調停の手続については, 均等法の調停に関する規定が

準用される (23 条)｡

13) 本田淳亮 ｢パートタイム労働者の現状と均等待遇の原則｣

大阪経済法科大学法学研究所紀要 13 号 134-135 頁など｡

14) 水町勇一郎 『パートタイム労働の法律政策』 (有斐閣,

1997) 237 頁など｡

15) 土田道夫 ｢パートタイム労働と 『均衡の理念』｣ 民商法雑

誌 119 巻 4-5 号 555-557 頁, 563-573 頁｡

16) 下井隆史 ｢パートタイム労働者の法的保護｣ 日本労働法学

会誌 64 号 18-19 頁, 野田進 ｢パートタイム労働者の労働条

件｣ 同 71 頁, 菅野和夫 = 諏訪康雄 ｢パートタイム労働法と

均等待遇原則｣ 『山口俊夫先生古稀・現代ヨーロッパ法の展

望』 (東京大学出版会, 1998) 131 頁など｡

17) 菅野 = 諏訪・前掲注 16)論文 122 頁, 130 頁, 132 頁｡ 下

井・前掲注 16)論文 14 頁｡

18) 野田・前掲注 16)論文 50-52 頁｡

19) 丸子警報器事件判決・長野地上田支判平 8・3・15 労判

690 号 32 頁｡

20) 日本郵便逓送事件・大阪地判平14・5・22労判830号22頁｡

21) 丸子警報器事件の原告らは, 現在であれば改正法 8条の適

用を受けると言われている｡

22) 最近の事例として, 昭和シェル石油事件・東京高判平 19・

6・28 労判 946 号 76 頁 (賃金差別), 芝信用金庫事件・東京

高判平 12・12・22 労判 796 号 5 頁 (昇格差別) など｡

23) したがって, いわゆる男女別コース制が均等法違反とされ

ているのに対して, 雇用管理においてパートタイム労働者と

正社員を明確に区別して募集・採用・配置することは適法で

あり, この場合の処遇格差は 8条違反には当たらない｡

24) 安部圭介 ｢差別はなぜ禁じられなければならないのか｣ 森

戸英幸・水町勇一郎編 『差別禁止法の新展開 ダイバーシ

ティの実現を目指して』 (日本評論社, 2008 秋刊行予定)｡

25) 櫻庭涼子 『年齢差別禁止の法理』 (信山社, 2007) 5-7 頁,

309-310 頁参照｡

26) ここで ｢職務遂行能力｣ という言葉は, 具体的な職務内容

や業績だけでなく, その個人の性格や意欲, 経験, 配転や残

業に柔軟に応じうるか, 仕事にどの程度の時間やエネルギー

を割くことができるかなどを含む広い意味に用いている｡

27) 安部・前掲注 24)論文｡

28) 厚生労働省 『就業形態の多様化に関する総合実態調査』

(2003) によれば, 正社員として就職できなかったためにパー

トタイマーになった者の割合は 21.6％ (非正社員全体では

25.8％) である｡

29) 櫻庭前掲注 25)書 5 頁 (年齢差別に関して)｡

30) パネルディスカッション ｢新労働立法と雇用社会の行方｣

ジュリスト 1347 号 29 頁 (土田発言)｡

31) 通達には, 所定時間外労働の有無や程度は, ｢職務内容｣

の要件につき ｢責任の程度｣ を判断する補助的要素として挙

げられている (第 1の 4(2))ロ)｡

32) このことは, 自分自身の障害や病気のためにパートタイム

での就労を選択している労働者にも該当することが多いであ

ろう｡

33) 初期の判決として, Case 96/80 Jenkins vs. Kingsgate

[1981] ECR911, Case 170/84 Bilka-Kaufhaus vs. Karin

Weber von Hartz [1986] ECR1607.など｡ 現在では, 性別

に基づく間接差別は EC1976/207 指令 (EC2002/73 指令によ

り改正 ) により禁止されている ｡ Barnerd, C., EC

Employment Law, 3rd edition (Oxford University Press,

2006), pp. 472-474.

34) 菅野 =諏訪・前掲注 16)論文 120-122 頁｡

35) EU のようにパートタイム労働者の不利益取扱いを女性に

対する間接差別として禁止することも考えられるが, 仕事と

家庭責任の両立が本質的には両性に関わる問題であることを

考慮すると, パートタイム労働法の中でこれらの労働者の利

益に配慮したルールを設ける方が望ましいと考える｡

36) 現行法の下では, 改正法 1 条・3 条や労働契約法 3 条 2 項

の趣旨にかんがみ, このような著しい格差を公序違反として

救済することも考えられる｡ 公序としての均衡待遇について

は, 土田・前掲注 15)論文 563-573 頁を参照｡

37) 今後の立法政策として均衡待遇の義務化を肯定する見解と

して, 前掲注 30)パネルディスカッション 30 頁 (宮里発言)

および 32 頁 (土田発言)｡

論 文 均衡待遇と差別禁止

日本労働研究雑誌 53

もろずみ・みちよ 明治学院大学法学部教授｡ 最近の主な

論文に ｢ワーク・ライフ・バランスの基本原理 育児と雇

用の両立をめぐるスウェーデン法の発展を素材として｣ 大原

社会問題研究所雑誌 594 号 36-53 頁 (2008 年) など｡ 労働

法専攻｡



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /FutoGoB101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /FutoMinA101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /GothicBBB-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun101-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun34-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Jun501-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MidashiGo-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MidashiMin-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /MtGothic-Medium-It
    /Ryumin-Bold-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Heavy-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Light-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Regular-Bibl-83pv-RKSJ-H
    /Ryumin-Ultra-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Bold-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Light-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Medium-Biblo-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Regular-Bibl-83pv-RKSJ-H
    /ShinGo-Ultra-Biblos-83pv-RKSJ-H
    /ShinseiKai-Biblos-83pv-RKSJ-H
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [515.906 728.504]
>> setpagedevice


